
消毒液の設置
飛沫防止対策
(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ等)

1 市役所本庁舎 26-2228 設置継続 設置継続
　※設置期間は「当面の間」とする（飛沫防止は現庁舎使用中は
　　継続見込）

総務課 26-2228

2 健康福祉センター デ・アイ 26-2152 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 健康・子ども課 26-2152

3 老人福祉センター 26-2411 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 高齢者支援課 26-2644

4 老人いこいの家 22-1400 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 高齢者支援課 26-2644

5 児童センター 26-2411 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 健康・子ども課 26-2152

6 働く婦人の家 26-2411 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

7 子育て支援センター 23-3455 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 健康・子ども課 26-2152

8 学童保育 設置継続 設置継続
　※現在設置済みの施設は設置継続、設置期間は「当面の間」と
　　する

健康・子ども課 26-2152

9 療育センター 26-2637 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 健康・子ども課 26-2152

10 アグリ工房まあぶ 26-3333 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 農政課 26-2255

11 道の駅ライスランドふかがわ 26-3636 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

12 プラザ深川 34-6000 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

13 マルチメディアセンター 22-3730 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 総務課デジタル推進室 26-2711

14 労働福祉会館 22-3013 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

15 経済センター 22-3146 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

16 まあぶオートキャンプ場 26-3000 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 商工労政課 26-2264

17 アップルランド山の駅おとえ 25-1900 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 地域振興課 26-2276

18 林業センター 22-7400 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 農政課 26-2255

19
コミュニティセンター・ぬくもりの
里

設置継続 設置なし
　※設置期間は「当面の間」とする
　　（参考：一部、非接触型温度計設置）

自治防災室 26-2215

20 納内時計台プラザ 24-2111 設置継続 設置継続 　※設置期間は「当面の間」とする 納内支所 24-2111

21 みどり館 22-1123 設置継続 設置なし 　※設置期間は「当面の間」とする 都市建設課 26-2313

22 音江広里交流館「エフパシオ」 34-6150 生涯学習スポーツ課 26-2343

23 総合体育館 22-1144 生涯学習スポーツ課 26-2343

24 生きがい文化センター 22-3555 生涯学習スポーツ課 26-2343

25 　　　〃　　　　　図書館 22-4946 生涯学習スポーツ課 26-2343

26 文化交流ホール「み・らい」 23-0320 生涯学習スポーツ課 26-2343

27 アートホール東洲館 26-0026 生涯学習スポーツ課 26-2343

28 中央公民館、公民館分館等 22-2878 生涯学習スポーツ課 26-2343

29 向陽館 25-2100 生涯学習スポーツ課 26-2343

30 温水プール「ア・エール」 26-8211 生涯学習スポーツ課 26-2343

31 市民球場・緑地球場 22-1144 生涯学習スポーツ課 26-2343

32 陸上競技場 22-1144 生涯学習スポーツ課 26-2343

33 テニスコート 22-1144 生涯学習スポーツ課 26-2343

34 リバーサイドパークゴルフ場
090-1387-

7928
生涯学習スポーツ課 26-2343

35 桜山パークゴルフ場
090-2879-

5527
生涯学習スポーツ課 26-2343

設置継続
設置なしを基

本とする

　市の感染対策の考え方に準じ、一律の対応は行わないが、各施
設の利用状況などに応じて利用者に対して「国が示す基本的な感
染対策の考え方」に基づく感染対策の推奨や、対策をとる場合あ
り。

　※設置期間は「当面の間」とする。
　　飛沫防止対策については、不特定多数と接触する窓口などは
　　各施設の判断により設置を継続する。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う市内公共施設等の感染対応について

所管の電話所管備　　　　　　　考施設の電話施設等名№

５月８日以降の対応


